
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ７月は「青少年の被害・非行防止全国強調月間」です。強調月間周知のため、次のとお

り街頭啓発活動を実施します。 
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１ 日 時   

令和８年７月１日（水）午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分まで（雨天決行） 

 

２ 場 所 

ＪＲ松本駅前（お城口） 

 

３ 実施主体 

長野県子ども・若者育成支援推進本部松本地方部（松本地域振興局・松本警察署） 

松本市 

 

４ 参加団体 

松本市青少年補導委員協議会 

松本市子ども会育成連合会 

松本地区保護司会   

松本少年刑務所 

松本 BBS会            

 

５ 実施内容 

  〇啓発物品(ポケットティッシュ・リーフレット)配布 

  〇のぼり旗の掲示、音声による啓発 

  〇「信州あいさつ運動」 

 

６ 今年度の最重点課題 

   インターネット利用におけるこどもの性被害等の防止 

 

７ その他 

７月は県下各所でさまざまな啓発活動が行われます。松本地域で実施されるその他

の活動については、各自治体へお問い合わせください。 

 

長野県（松本地域振興局）プレスリリース  令和８年（2026 年）６月 26 日 

 
７月は「青少年の被害・非行防止全国強調月間」 

街頭啓発活動を７月１日(水)に実施します 

街頭啓発活動を 11 月１日（月）に実施します 
 

担当：長野県子ども・若者育成支援推進本部
松本地方部 

（松本地域振興局総務管理課）降籏 
電話：0263-40-1955 
  ：0263-47-7800（代表）内線 2368 
FAX ：0263-47-7821 
E-mail：matsuchi-kenmin@pref.nagano.lg.jp 
 


